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 わが国経済の安定成長への推進にあたり、機械情報産業をめぐる経済的、社会的諸条件

は急速な変化を見せており、社会生活における環境、防災、都市、住宅、福祉、教育等、

直面する問題の解決を図るためには、技術開発力の強化に加えて、ますます多様化、高度

化する社会的ニーズに適応する機械情報システムの研究開発が必要であります。 

 このような社会情勢に対応し、各方面の要請に応えるため、財団法人 機械システム振興

協会では、日本自転車振興会から機械工業振興資金の交付を受けて、経済産業省のご指導

のもとに、機械システムの開発等に関する補助事業、新機械システム普及促進補助事業等

を実施しております。 

 特に、システム開発に関する事業を効果的に推進するためには、国内外における先端技

術、あるいはシステム統合化技術に関する調査研究を先行して実施する必要がありますの

で、当協会に総合システム調査開発委員会（委員長 放送大学 副学長 中島尚正 氏）を設

置し、同委員会のご指導のもとにシステム技術開発に関する調査研究事業を民間の調査機

関等の協力を得て実施しております。 

 この「ユビキタス社会における携帯型映像コンテンツ再生機器及び著作権保護システム

に関する調査研究報告書」は、上記事業の一環として、当協会が 有限責任中間法人日本動

画協会 に委託して実施した調査研究の成果であります。 

 今後、機械情報産業に関する諸施策が展開されていくうえで、本調査研究の成果が一つ

の礎石として役立てば幸いであります。 

 

 

 平成 17年 3月 

 

財団法人機械システム振興協会 



 2 

 

 

序 

 

 

 

 日本動画協会が有限責任中間法人として活動し始めまもなく 3 年目になる。今や当協会

には日本の各地、官民併せさまざまなイベントへの協力や、海外からも講演や上映会への

参加等の依頼が多数寄せられるまでになった。これは、日本のアニメーションの優秀さが

認知された結果である。これは偏に当協会メンバー及びアニメ関係者の方々の長年のご努

力の賜物であろう。 

 アニメーション制作現場の現状は夢を創りあげるにはあまりにも夢からかけはなれた状

態にある。この環境の改善は不可欠である。現在、契約関係などについて、関係各所と協

議がされている。しかし、それだけですぐ現場が改善されるわけではないであろう。また、

IT 世代に入り、地球はますます狭くなってきている。その上、多種多様なクロスメディア、

クロスビジネスの時代、海賊版等グローバル社会における著作権問題も早急に対策研究し

ていかなければならない。 

 こうした情勢にある中、今般、財団法人機械システム振興協会とともに、ユビキタス社

会における携帯型映像コンテンツ再生機器および著作権保護システムに関する調査研究を

行うことができたことは、アニメーション産業が一際大きく発展しつつある証であろうし、

次の時代への備えをいち早く始めるきっかけともなるだろう。 

 世界に類を見ない独特の形で発達してきた日本のアニメーションは、他に類をみない表

現媒体として成長してきた。日本動画協会は今後も向上心を忘れず純粋な気持ちで、より

大きく日本のアニメーションを育んでいきたい。 

 

 平成 17年 3月 

 

有限責任中間法人 日本動画協会 
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１．調査研究の目的 

 近年の携帯型コンテンツ再生機器と音楽コンテンツ配信ビジネスの市場拡大といった情

勢を背景として、音楽に引き続き、映像・動画の分野においても、同様の携帯型コンテン

ツ再生機器の開発機運が日・米・欧・亜で盛り上がりつつある。加えて、こうした携帯型

の映像コンテンツ再生機器が普及をすれば、映像コンテンツ配信ビジネスの市場の発生・

拡大も見込まれる。 

 

 こうした今後の将来像は、もちろんユーザーにとって魅力的な情報家電の利用シーンで

あるが、と同時に、コンテンツ制作サイドにとっても大きなビジネスチャンスとなること

が見込まれる。 

 

 とはいえ、現状では、こうした機器とサービスのありようは具体的には見えてきていな

い。現在は、いくつかの機器がやっと市場に出回りはじめると同時に、散発的な配信ビジ

ネスが行われ始めているだけの状況である。 

 

 携帯型映像コンテンツ再生機器は、ユーザーにとって、旧来のテレビなどに比べて扱い

がまだまだ煩雑である。また、こうした再生機器向けの映像コンテンツも日本では揃って

はおらず、魅力には欠けている。機器が普及しておらず、コンテンツのタイトルも揃って

いないのであるから、市場の形成を至っていない。一方、コンテンツ制作者側にしても、

市場がそのような情勢であるため、加えて、著作権の保護や、製作費回収等に不安が残る

ことから、積極的に参入するほどの魅力を感じない。 

 

 本調査研究は、可能性があることは明らかながら、未成熟な状況にある携帯型映像コン

テンツ再生機器と映像コンテンツ配信ビジネス市場について、携帯型映像コンテンツ再生

機器の開発状況を把握するとともに、著作権保護システムをのあり方、今後の市場拡大の

方策について検討するものである。 
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２．調査研究の実施体制 

（１）実施体制 

 有限責任中間法人日本動画協会内に本調査研究を総括運営する機関として特別に調査委

員会を設置し、調査方針の設定と総合的なとりまとめを行った。 

委員は大学・公的研究機関の学識経験者、機器メーカーなど適切な専門家から構成した。 

 

（２）業務分担 

 

財団法人 機械システム振興協会

有限責任中間法人
日本動画協会

調査研究委員会 株式会社ドゥリサーチ研究所

総合システム調査開発委員会

委託

再委託

 

図図図図 1    業務分担業務分担業務分担業務分担 
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総合システム調査開発委員会委員名簿 

 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

委員長 放送大学 ·······························································中 島 尚 正 

 副学長 

 

委 員 政策研究大学院大学 ················································藤 正   巌 

 政策研究科 

 教授 

 

委 員 東京工業大学 ·························································廣 田   薫 

 大学院総合理工学研究科 

 知能システム科学専攻 

 教授 

 

委 員 東京大学 ·······························································藤 岡 健 彦 

 大学院工学系研究科 

 助教授 

 

委 員 独立行政法人産業技術総合研究所·······························太 田 公 廣 

 産学官連携部門 

 コーディネータ 

 

委 員 独立行政法人産業技術総合研究所·······························志 村 洋 文 

 産学官連携部門 

 シニアリサーチャ 
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調査 研究委員会  

 

 

（順不同・敬称略） 

 

委員長 東京大学大学院·······································浜 野 保 樹 

 

委 員 ソニー（株）·········································鈴 木 直 大 

委 員 パナソニック AVC ネットワークス社 ·····················西 村 明 高 

委 員 シャープ（株）·······································矢 田 泰 規 

委 員 （株）東芝···········································田 中 政 法 

委 員 （株）日立製作所·····································柴 田 巧 一 

委 員 三菱電機（株）·······································山 木 比呂志 

 

委 員 東京工科大学·········································三 上 浩 司 

委 員 （財）社会経済生産性本部 ·····························小 林 成 基 

委 員 （財）デジタルコンテンツ協会 ·························田 中 誠 一 

 

委 員 （株）GDH············································村 濱 章 司 

委 員 （株）小学館プロダクション ···························中 沢 利 洋 

委 員 （株）手塚プロダクション ·····························早 部 三 郎 

委 員 東映アニメーション（株） ·····························大 山 秀 徳 

委 員 （株）ぴえろ·········································田 口 旬 一 

委 員 （株）サンライズ·····································松 本   悟 

委 員 （株）マッド・ハウス·································増 田 弘 道 

委 員 （株）ミュージックエアポート ·························陣 山 俊 一 
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３．調査研究成果の内容 

 以下、本報告書では、４章にわたって、調査研究成果の内容を報告する。 

すなわちの４章である。 

1 章 米国及び欧州における携帯型映像コンテンツ再生機器の普及状況および開発状況の

調査 

２章 我が国における携帯型映像コンテンツ再生機器の市場推計 

３章 携帯型映像コンテンツ再生機器を活用したコンテンツ配信ビジネスモデルの試算 

４章 前項のビジネスモデルが成立するための著作権保護システムのあり方に関する検討 
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第 1章．米国及び欧州における携帯型映像コンテンツ

再生機器の普及状況および開発状況の調査 

 携帯型コンテンツ再生機器には、映像再生機器以外に、携帯ゲーム機、PDA、サブノート

パソコン、家電、携帯電話などがあるが、普及率で先行し、ネットワーク機能を備えユビ

キタス性で優位に立つ携帯電話が、他の機器を包含する勢いである。その傾向は、日米欧

いずれにおいても鮮明だが、3G ネットワーク網が既に整備され対応機器普及率も高い日本

において先行して変革がおこる可能性が高い。 

 

 携帯型コンテンツ再生機器については、配信ビジネス、DRM（Digital Rights Management: 

著作権管理システム）の組み合わせを含めて考慮する必要がある。今後のビジネス展望、

開発予定において、注目すべき事象としては、Windows Media が多数のコンテンツプロバイ

ダを巻き込み配信ビジネスを実施しており、多数の再生機器において、「Plays for sure」

として認証を与え、Windows Media Player の DRM との円滑な連携を保障し、先行する iTunes

と iPod の組み合わせを追いかけている。 

 こうした動向は、CES(Consumers Electronics Show)においても、顕著であり、多数の Plays 

for sure 対応機器が出展されていた。 

 MacWorld においては iPod のマイナーチェンジ版が新たに発表になった。加えて、コンテ

ンツの蓄積母艦となりうる大容量ハードディスクを備えながらも、省スペースな Mac mini

が発表された。 

 加えて、Windows Media Player や、Real Player / iTunes をベースとした音楽・映像の

再生が可能となる欧米向けの次世代携帯電話の開発計画が相次いで発表されている。 

 フランスの Archos 社においては、欧州における独特の著作権管理システムに則り独自に

再生機器を開発・販売している。すなわち、パソコンが不要で、TV の映像音声の出力を本

体のみで Mpeg41に直接変換・蓄積することが可能になっている。 

                                                   
1 映像データの圧縮方式の一つ。MPEG規格の一部。通信速度の低い回線を通じた、低画質、高圧縮率の

映像の配信を目的とした規格。 
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１．米国における携帯型コンテンツ再生機器の普及・開発状

況 

 米国における携帯型コンテンツ再生機器の普及・開発状況の調査のため、CES(Consumers 

Electronics Show) 2005 の視察を行った。CES において、展示されていた携帯型映像コン

テンツ再生機器、また参加企業へのヒアリングなどを通じて、現状、そして今後の動向を

伺った。 

 

 米国ネバダ州ラスベガスコンベンションセンターで開催された、今年の CES のテーマは、

デジタル家電製品への本格的移行移行であり、その具体的展開としては『フラットパネル 

TV』、『HD(HigHDifinition)』、『ネットワーク』といったものであった。 

 

 『ネットワーク化』についてであるが、これはそのまま本調査研究のテーマである携帯

型映像コンテンツ再生機器動向に連なるものである。 

 そもそも、今回の「ユビキタス社会における携帯型映像コンテンツ再生機器及び著作権

の調査研究」という調査のきっかけになったのは、音楽業において一大センセーションを

巻き起こした「iPod」の存在がある。iPod の登場は、それまでの音楽ビジネスの在り方そ

のものを変えてしまう起爆剤となりつつある。 

 さて、その携帯型映像コンテンツ再生機器携帯型＝メディアプレイヤー関連であるが、

CES を見た限りで言うと現在まさしく揺籃期という形容がピッタリ来る状況ではないかと

思われる。Apple コンピュータの iPod が携帯型音楽プレイヤーとネット音楽配信の市場を

切り開くことに成功したことから、この成功要因にそって製品・サービスが開発されるよ

うになって来たという状況である。今回の CES においては音楽プレイヤーだけでなく、携

帯型ゲーム機、有料衛星ラジオ端末、スマートフォンなども、iPod ライクなデザインと機

能を併せ持つものが数多く見られた。いまやデジタル音楽プレイ機能は、AVC（オーディオ・

ビジュアル・コンピュータ）端末や携帯電話だけでなく、ゲーム機にまで広がろうとして

いる。これまで容量・耐久性の面で問題があったが、この問題も大容量化と耐久性アップ

により、解消される方向にある。今後はおそらくネットワークされた映像に関する様々な

機能に注目が集まって行くであろう。 

 

 マイクロソフトの戦略は、多くの会社と提携して Windows を広めたのと同じやり方で、

「Plays for Sure」という名目のもとに様々なメーカー、コンテンツ、LSI、リテールパー

トナーの協力を得るという手法であった。例えば、コンテンツにおいては「msn music」

「napstar,」「wal-mart」「MusicNow,」「musicmatch,」「f.y.e.」「CinemaNow」、デバイスに
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おいては、「Rio「AUDIOVOX「iriver」「ROC」「ARCHOS」「RCA」「Virgin」「omnifi」「Roku」「SAMSUNG」

「 D-Link」「SanDisk」「Gateway」「 DIGITREX」「CREATIVE」「 RAVE・MP」などとパートナ

ーシップを取り広いブース内で紹介し総合的な囲い込みを計っているように見えた。 

 

図図図図 2    Plays for Sure製品群製品群製品群製品群    

 その中で、Windows Mobile を搭載しテレビ番組や音楽コンテンツを持ち歩くことができ

るポータブル・メディア・センター(Portable Media Center)関連の映像型製品では、クリ

エイティブ・ラボ(Creative Labs)とSamsungが、昨年8月から9月に、それぞれ「Zen Portable 

Media Center」と「YH-999」を出荷している。その後、韓国の iRiver International も

「PMC-100」の製品を投入している。いずれも記憶容量は 20GB 程度で、価格は約 500 ドル。

この携帯型 AV 端末は、Windows XP と Windows Media Player 10 の PC を使って、テレビ番

組、音楽、映画、写真などの取り込みができ、コンテンツをいつでもどこでも楽しむこと

ができるといったものである。 

  

 これらの流れを見るとハード＆システム一辺倒のように見えるマイクロソフトであるが、

今回の CES における基調講演でのビル・ゲイツのスピーチは、メディアセンターのシステ

ムやハードウェアよりもむしろコンテンツに力点を入れた内容となっていた。また、デジ

タルコンテンツの流通で DRM（デジタル著作権管理）の整備にも力を入れていることを強調
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するのも忘れずコンテンツサイドへの配慮も忘れていなかった。これは、マイクロソフト

が MTV Networks（MTVN）と提携し、若者層に人気がある「MTV」「VH1」「CMT」「Comedy Central」

などのケーブルチャンネルのコンテンツを Portable Media Center からアクセスできるよ

うにし、「Windows XP Media Center Edition 2005 Online Spotlight」の配信チャネルで

の新サービスとすることも関係しているのであろう思われる。 

 

 本年度の CES で話題を独占した Samsung は、携帯型コンテンツ再生機器の分野でも数多

くの商品を製作している。この分野だけでカタログができるほど機種が揃っているのは日

系メーカーにとっても脅威のまとである。 

 

 Samsung とまったく対照的なのがパナソニック・松下電器。製品カテゴリーの広さからく

る物量感、魅力的な製品という印象が強い中、それに加えて SDカードを介したメディアネ

ットワーク（プラズマ TVに SD カードが挿せるようになっており、それに TV番組を直接録

画し、その SDカードを携帯電話やノートパソコン、あるいはメディアプレイヤーに差し込

んで録画した番組を見るなど）、カムコーダーと DVD レコーダーの連携、ワイヤレス、

Ethernet、電灯線を介したデジタルホームネットワークで HD コンテンツを家庭内で共有す

るといった具合に、製品と製品の足し算、掛け算から新たな付加価値を生み出していこう

とする積極的な姿勢が今回特に顕著となっていた。 

 

 日系メーカーの中で気になったのがソニーのブースである。パナソニックと並び自他共

に認める日本の家電メーカーの雄であるが、数年前まで人気をさらっていたブースは熱が

冷めたようであった。 

 その中で注目すべきは携帯用ゲーム機「PSP」（Play Station Portable）である。「PSP」

はゲームだけでなく、音楽・写真・ビデオの記録・再生もサポートするということで低迷

感のあるソニーのブースわずかに期待が持てたと言えよう。 

 

 今回の CES で気がついたことの一つに、改めてアメリカは「カー文化の国である」とい

うことである。至極当たり前のことだが、会場を回ると実に車関係の商品が多く、メーカ

ーこぞっての意欲的なカー関係製品ラッシュは特筆すべきことであった。ここしばらく低

調だったこのマーケットがあるが、各社こぞって Satelite Radio iPod 対応、カーナビ、

リアシート AVなどの新機能提案を行い、この市場がまた勢いを取り戻すのではないかとの

感を抱かせるに十分であった。 
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２．欧州における携帯型コンテンツ再生機器の普及・開発状

況 

 以下、本項においては、欧州における携帯型コンテンツ再生機器の普及・開発状況につ

いて述べる。 

 

 携帯型コンテンツ再生機器において、欧州に注目したのは、一つは、フランスの Archos

社から、米国や日本とは一線を画するコンセプトの機器が発売されていることに注目した

ためである。また、権利処理において、一部のアジア諸国のような無責任な体制ではなく、

整備された制度のもときちんと処理されており、その上でのデジタルコンテンツ再生機器

が発売されていることも調査の価値に値すると判断した。 

 

 また、欧州においても、携帯電話への機能の収斂という現象、あるいは将来予測が起こ

っている。その状況は、アメリカよりも、日本にむしろ似ており、その点を踏まえて調査

の必要性があると考えられる。 

 

 こうした日米とは異なる仕様・環境のコンテンツ再生機器には、どのようなものがある

のか、また、どのように受け入れられているのか、そして、今後はどのような展開になる

のか、検証をするのが、本項の主旨である。 

 

 まず最初に、欧州では、どのような特徴を持ったコンテンツ再生機器が存在しているの

か、その概要について述べる。 

 携帯型コンテンツ再生機器の生産にあたっては、仮にブランドが米国製・日本製であっ

たとしても、コストを抑えるために、実際の生産はアジアの国々で行われることが一般的

である。加えて最近は、Samsung（韓国）や CREATIVE（シンガポール）といったメーカ

ーが、こうした携帯型コンテンツ再生機器のメーカーとしてのネームヴァリュー・ブラン

ド価値をも高めている。こうした状況にありながら、日本のメーカーは、これまで、再生

機器の著作権保護にこだわるあまり、使いやすさを度外視した機器をつくり、また、MDプ

レイヤーが諸外国とは違い広く普及していたため、シリコンプレイヤーの領域への参入が

遅くなった。このため、日本のメーカーは、こうしたアジア諸国の機器に対して、機能、

価格、ブランドなどでもはや優位性がないところに追い込まれている。同様のことが、ア

メリカや欧州のコンテンツ再生機器メーカーにおいても言える。 

 例外が、幾度となく言及されている iPod であり、また、フランス Archos 社から発売さ

れているいくつかの機器である。Archos社は、フランスという先進国からの発売でありな
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がら、競争力をもって、市場において一定の存在感を発揮している。市場にアジア諸国か

らの安価な機器、マイクロソフトWindowsとのスムーズの連携が謳われた機器があふれて

いる中、なぜ市場に受け入れられているのだろうか。iPodは、使いやすさ、iTunes Music 

Storeなどの付加サービス、Apple社のブランド力などが、価格が高くてもなお売れる理由

とされるが、Archos社の機器の場合は、何が普及の鍵となっているのであろうか。 

 

 携帯電話への機能の収斂、すなわち、携帯電話が他のさまざまな携帯機器の機能を包含

して、どんどんと多機能になっていく現象は、日本に留まらず、世界中、とりわけ欧州に

おいても見ることができる。 

 欧州の携帯電話において、大きな影響を与えてきたのは、WAP （Wireless Application 

Protocol）Forumである。 

 WAPにおける議論や、普及活動、標準化活動は一定の成果をあげた。 

 しかしなおWAPに加わらなかった団体やメーカーなどがあり、非効率な部分は残ってい

た。そこで、2002年、一層の効率化を目指して、OMA(Open Mobile Alliance)が、これま

であった各種の業界団体を束ねて新たに発足をした。 

 OMAの発足にあたっては、いくつかの団体が推進していた技術や企画のシームレスな相

互運用への期待が背景となっている。 

 ここでは特許技術に縛られない、オープンなプロトコルとインターフェイスを採用する

ほか、OSに依存しない製品やサービスの開発を目指すのが目的とされた。また、地理的あ

るいは、異なる規格間のローミングを実現するため、本来であれば当事者間で交わされる

契約コストの削減なども期待された。 

 

 ここまで、欧州におけるコンテンツ再生機器には、どのようなコンテンツ再生機器があ

るのかを概観してきた。 

 以下、これらの機器がどのような普及状況にあるのか、それぞれのコンテンツ再生機器

がどのような消費者によって受け入れられているのか、また、こうした普及の背景に存在

している権利処理制度の特徴について検討する。 

 

 前項において、Archosのコンテンツプレイヤーと、Nokiaの携帯電話を取り上げ、その

機能の特徴を見たが、これらは、どのような消費者によって受け入れられているのだろう

か。また、多くの消費者が求めているのはどのような機器なのか。本項ではその市場動向、

機器毎の普及の特色について概括する。 

 

 図のように、横軸にユーザーの属性、縦軸に機器の属性をおいたマトリックスを作成し

て機器がどのようなポジションをとるか、また、マスのユーザーがどこにあるのか、その

動向について検証してみたい。 
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 ユーザーの属性を「一般層」と「マニア層」に分類し、機器の属性を使いこなしのため

に必要なスキルやリテラシーの「高難度」と「低難度」に分類して考える。 

 

 Archosのコンテンツ再生機器は、この場合「一般層とマニア層の中間」「高難度と低難度

の中間」の象限に分類される。すなわち、パソコンなどを持っていない一般層に向けて家

電の延長として販売された機器である。しかし、家電のように使用するためには、使いこ

なすのがまだ難しいものとみることができる。 

 Nokia6680は、この場合「マニア層」「高難度」の象限に分類される。すなわち、最先端

のテクノロジーを使用したある種のパズルのような機器に興味を持つような人たちに向け

て販売された機器である。もちろん、使いこなすのは非常に難しい。 

携帯
ゲーム機

マニア層一般層

高
難
度

低
難
度

Archos

スマート
フォン

PDA

デジタル
玩具携帯電話

 

図図図図 3    機器機器機器機器ののののポジショニングポジショニングポジショニングポジショニング 

 

 こうした普及の背景に存在している権利処理制度の特徴について概括したい。 

 

 欧州では、早い段階から著作権管理団体が設立されてきた。わけても早かったのは、フ

ランスで、1851 年に SACEM が設立されている。続いて、ドイツの GEMA、イギリスの
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PRS、アメリカの ASCAPや BMIなど世界中の国々で著作権の管理団体が設立された。そ

して、音楽以外の美術・文芸なども含めた著作権の管理団体が加盟する国際的な組織とし

て CISAC（著作権協会国際連合）という団体が組織されている。2003年 6月の段階で 108

ヶ国・地域から 209団体が加盟している2。 

 

 欧州では、権利の集中管理団体が整備されている。この集中管理団体の協力により、オ

ンライン取引のためのライセンス許諾システムを構築するなど、権利処理の効率化が図ら

れている。 

 

 また、欧州では、デジタル方式の録音または録画の機能を持っている機器（政令で定め

られているもの）を使って、また、デジタル方式用の媒体（政令で定められているもの）

に対して保存した場合は、補償金を著作権者に対して支払う必要があると、著作権法によ

って、定められている。 

 補償金の支払いは、機器の購入時に、製造販売業者を通じて指定団体に支払われる。補

償金の金額は、複製の様態や機器の性能によって異なるが、最初に流通したときの価格の

１％から３％程度とされる。 

 

 欧州では 80年代、デジタル機器の普及に伴って導入が進んだが、日本でも平成 4年に著

作権法の改正が成立している。 

 現在、この私的録音録画の補償金の見直し、また、HD内蔵型録音機などを追加で指定す

ることが検討されている。 

 

 ここまで、どのような機種が存在しているか、また、その普及状況とその背景はどうな

っているかについて検証をしてきた。 

 以下、今後どのような機器が出てくるのかについて展望をする。現在、コンテンツプレ

イヤー、携帯電話の上位機種、ノートパソコンの廉価版は、ほぼ同価格帯になっている。 

 

 マイクロソフトは、従来、Windows Mobileによるスマートフォンを発売してきた。 

たとえば、Windows Mobile プラットホームの Motorola 製「MPx200」や Samsung の

「SGH-I300」などである。これらは、MSNメッセンジャーやWindows Media Playerな

どを搭載しており、さまざまな携帯機器の融合体と呼べるものになっている。 

 もっとも進んだ機種の一つである Samsungの SGH-I300の場合、3Ｇバイトのハードデ

ィスクを搭載しており、多くのビデオ・オーディオフォーマットを標準でサポートしてい

る。映像の規格としては、mp3, WMA, AAC, AACpluc, Oggに対応しており、Bluetooth、

赤外線、USB などを介してコンテンツファイルを保存することによって、携帯電話で再生

                                                   
2 http://www.JASRAC.or.jp/park/work/work_5.html 
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することが可能になっている。 

 

 米Motorola社と米 Appleコンピュータ社は 2004年 7月 26日(米国時間)、Apple社の音

楽管理ソフト『iTunes』の楽曲を転送してMotorola社の次世代携帯電話で聞けるようにす

ると発表した。オンライン音楽販売の『iTunes Music Store』で購入した楽曲が利用できる。

2005年前半に製品化する予定。 

 

 Apple社が携帯電話向けの音楽再生ソフトを開発し、これをMotorola社が同社製品の標

準アプリケーションに採用する。音楽 CDから取り込んだ楽曲や、 iTunes Music Storeで

購入した楽曲など、パソコン内に保存してある曲を USBやブルートゥースで携帯電話に転

送して、一般的な携帯音楽プレイヤーを使うのと同じ感覚で利用できるようにする。 

 

 iTunes Music Store で購入した楽曲は、今後、携帯電話への進出で拡大を図る。Apple

社のスティーブ・ジョブズ CEO は「携帯電話は 2004 年に世界で 15 億のユーザーが期待

される市場だ。iTunes を世界中の音楽好きの手に送り届ける素晴らしい機会であり、

Motorola社はこれを始めるのに最高のパートナーだ」とコメントしている3。 

                                                   
3 http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20040729104.html 
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３．今後の携帯型映像再生機器ビジネスの展望 

 前項まで現状における携帯型映像再生機器の調査であったが、ここでは今後の展望を考

えてみたい。果たして将来どのような携帯型映像再生機器、あるいはビジネスが主流にな

るのかいろいろな確度から比較検討してみたい。 

 まず、今後の携帯型映像再生機器の動向を探る上で参考としたいのが iPod の成功におけ

るビジネスモデルである。無論音楽と映像では自ずから事情は異なるであろうが、音楽界

は権利処理や制作のデジタル化など映像界に先んじて範になる例が多い。 

 

 2005 年 1 月 12 日の Apple の発表によると、昨年 10 月～12月における iPod の出荷は 458

万台となり累計で 1,000 万台を突破した。これにより iPod は、米国におけるデジタル携帯

プレイヤー市場で 65％を占めるに至った（日本では 35％4）iPod が市場に登場したのは 2001

年の 11 月。それから 3 年余りで 1,000 万台を突破したが、これはウォークマン（3 年半で

600 万台）を遙かに上まわるペースである。しかも、売上の 8 割は 2004 年に達成されたも

ので現在加速度的にその数を伸ばしている。 

 また、2005 年 1 月 24 日には同社が Web 上で営業する音楽配信サービス「iTunes Music 

Store」では 2003 年 4 月のスタート以来累計楽曲販売数が 2 億 5 千万曲を超えたという発

表があった。Apple では iTunes Music Store を開始後は、最初の 6 ヶ月で 100 万曲のダウ

ンロード販売を目指していたが、それが現在では毎日 100 万曲以上を売り上げるという状

況にまで成長した。 

 なぜ iPod は成功したのであろうか。以下、考えられる理由を思いつく限り列挙してみた。 

 

(1)ダウンサイズ 

 CD や MD プレイヤーより小さい iPod シャッフルはさらに小さい。この小ささで大量の楽

曲を保存できるのは魅力的。携帯プレイヤーに対するアンケートでも購入動機に大きさを

上げる挙げる人間が多い。 

 

(2)デザインがいい 

                                                   
4 日本におけるデジタル携帯プレイヤー市場 

1位 Apple 35.0％ 
2位 リオ・ジャパン（米国 DNNA傘下） 14.2％ 
3位 アイリバー・ジャパン（韓国レインコム傘下） 10.7％ 
4位 ソニー 9.5％ 

5位 松下 8.5％ 
6位 クリエィティブメディア（シンガポール） 5.7％ 
7位 東芝 2.5％ 

8位 その他 13.9％ 
（2004/11/29～12/19 ＢＣＮ総研調べ） 
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 創業以来、Apple 製品のデザイン能力は定評がある iPod も「おしゃれ」な携帯オーディ

オ機器として若者を中心に評価が高い。 

 

(3)驚異的な容量がもたらす充実感と簡便性 

 パソコン並の HD を搭載することで最大 1 万 5 千曲程度を保有できる。これは CD アルバ

ムに換算すると約 1,500 枚分である。所有する CDを小さな携帯型オーディオ機器一つで聞

けるのは大変魅力的で、日常で音楽に接する距離がグンと近づく。従来の CD、MD プレイヤ

ーがせいぜい 70分前後の収録時間であったことを思えばこれは驚異的なキャパシティであ

る。この動く「音楽ライブラリー」はユーザーに充実感をもたらす。さらに、そのことで

メディアをいちいち交換する必要がなくなるという簡便性が高まった。これもユーザーに

とっては大きなメリットである。 

 

(4)連携ソフトの操作が簡単 

 iPod は親指だけで曲の選択から、スキップ、早送り、ボリューム調整まで全てできる。

また、CDから曲を取り込むときの管理ソフトである iTunes の操作も極めて簡単。パソコン

に CDを挿入して取り込んで一回クリックするだけである。聞くところによると以前から日

系メーカーが作成した同種の管理ソフトは多数存在していたが、iTunes の操作性はそれら

よりかなり簡便性が優れているとのこと。ただし、日本ではまだレコード会社からの協力

が得られず iTunes Music Store で楽曲を買うことはできないため、音楽配信に及びダウン

ロードに対する操作性については言及できない。 

 

(5)ダウンロードできる楽曲が豊富 

 Apple の HP によると「iTunes Music Store はメジャーレーベルと 600 以上ものインディ

ーズレーベルから提供される 100 万曲以上の楽曲、9,000 以上のオーディオブック、ギフト

カードそしてオンラインではここだけで提供される iTunes オリジナルの楽曲を揃えていま

す」とある。日本ではレコードメーカーの足並みが揃わないせいか現行最大の配信サービ

スでも 10万曲程度となっている5。これだけあれば大概の曲は揃っているはずである。 

 

                                                   
5 国内の主なインターネット音楽配信サービスにおける配信可能楽曲数と一曲当たりの価格 
サイト名 配信可能楽曲数 一曲あたりの価格 

OCN Music Store（ＮＴＴ） 約 8万曲 158円～367円 
Mora（レーベルゲート） 約 8万曲 158円～368円 
オリコンスタイル 約 7万曲 平均 210円 
MSNミュージック（マイクロソフト） 約 5万曲 158円～367円 

エキサイト 約 5万曲 新譜 270円～、旧譜 158円～ 
Ongen（ゆうせん BB） 約 2万曲 105円～270円 
着うたフル（KDDI） 約１万曲 300円程度 

ミュージック・シーオージェイピー  約 8500曲 約 8500曲 
（日経新聞 2004年 11月 18日） 
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(6)1 曲単位で買える 

 アルバムの中でも聴きたい曲はおそらく 1～2 曲、多くても 3～4 曲程度である。その意

味で 1曲単位で買えるこのサービスは便利と言える。個人的には「iTunes Music Store 」

が日本で開始されたなら、1960 年代、1970 年代にアナログ版で買って聞いていたアルバム

の中の好きな曲をダウンロードしたいと思っている人間が多いと思われる。米国でも旧譜

の売上が伸びているとのことである。 

 

(7)配信楽曲の価格が安い 

 「iTunes Music Store」で売られている楽曲は 1 曲当たり 1 ドル。日本の感覚でいうと

ほぼ 100 円位である。これは、非常に明快かつ安価なユーザー本位の価格設定であろう。

その点日本における楽曲価格は一般的に高めと言える。これは、長年に渡りパッケージビ

ジネスを中心としてきたレコードメーカーサイドが料金の基準を CD においているためであ

ろう。CDシングルだと 2曲で 1,000 円、アルバムにしても 10 曲 3,000 円なのでその料金イ

メージで 1 曲あたりの料金を考えていると思われる。さらに、CD の価格が長年再販価格で

守られてきたことで、価格そのものがメーカー主導で決められる傾向があるので、結局高

めの料金設定になっているのではないだろうか。実際現場の話を聞くとレコードメーカー

が指し値をしてくる場合が多いという。日本でもユーザーオリエンテッドの 100 円という

価格ができればかなり反応はあるのではないかと思う次第である。 

 

 今まで述べた上記要件から抽出し勘案すると、携帯型映像再生機器の普及必須要件は以

下のようになるのではないかと思う。 

(1)携帯性（持ち運びの便利さ） 

(2)機能性（特に容量）と操作性 

(3)利用コンテンツカタログの多さ 

(4)経済性 

 

 以上、この要件を今後可能性があると思われる幾つかのプラットホームに照らし合わせ

てみたい。 

 

 現時点で、実際候補として上げられるプラットホームとしては、専用再生機、PSP、iPod

（の進化系映像機器）、携帯電話といったところであろう。果たして現時点で上記の要件を

満たしている機器はあるのだろうか。 

 

 まず(1)の携帯性であるが、これはなんと言っても携帯電話が一番であろう。軽く持ち運

びには最適である。しかし、反面画像が小さいという難点がある。 
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 次は(2)機能性と操作性である。機能性という点で言えば、なんと言っても携帯電話であ

ろう。通話やメール、インターネット接続、画像・映像撮影カメラ等の機能は大きなアド

バンテージである。さらに、今後さまざまな決済機能が追加されることによってより多機

能性が高まるであろう。ただし、問題はメモリである。現時点では高画質の映像を記録で

きるほどのメモリを搭載できない。このポイントは１GB 以上のシリコンメモリが供給され

はじめたので次第に解消されるとは思うが当分時間がかかりそうである。操作性について

は機能がありすぎるためか複雑化する傾向にあるように思える。これは今後克服しなけれ

ばならない点であろう。 

 

 次に(3)の利用コンテンツカタログの多さであるが、これは各プラットホームが共通の問

題として抱えているところであろう。この中で、一番利用コンテンツカタログを揃えられ

る可能性があるのは果たしてどれであろうか。映像の場合、音楽と違いパッケージからコ

ピーすることは難しい。したがって、利用可能なコンテンツを得ようとすればそれは主に

配信という手段に重きを置かざるを得ない。そういう観点からすると、このコンテンツ配

信システムというものがかなり重要となってくる。では、前に挙げた四つのプラットホー

ムにおいて可能性がありそうなものはどれであろうか？ 

 この点に関して、携帯電話とその他の三つとでは大きな違いがである。それは、携帯電

話の場合、通話やメールと同様の操作で違和感なく直接コンテンツ配信が受けられるとい

うことである。 

 

 最後に経済性についてであるが、これは再生機器自体の価格、利用コンテンツの価格な

どで決められる。 

 

 今まで携帯型映像コンテンツ再生における最適な？プラットホームの可能性を考えてき

たが、現時点で言うと圧倒的に携帯電話が有利であろう。携帯電話と他のプラットホーム

との決定的な違いは、携帯電話がもはや生活必需品となってしまったということに尽きる。

生活必需品と音楽再生専用機やゲーム機などの趣味趣向品では基本的な性格が違う。すで

に必需品となったものに映像再生という付加価値をつけて行くのと、新しい領域にゼロか

ら挑戦するのでは自ずから勝敗の行方は決まってくる。携帯でよほど失敗をしない限り映

像コンテンツ配信は携帯電話ということになるであろう。おそらく、他の再生プラットホ

ームは携帯電話の画面サイズでは満足できない人や、出先での映像チェック作業などを行

う映像撮影のプロなどの補完的役割を担うようになるのではないだろうか。 
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第 2章．我が国における携帯型映像コンテンツ再生機

器の市場推計 

 本章では、わが国における携帯型映像コンテンツの再生機器についての市場動向を検討

し、ハード面の現状、そして今後の可能性について調査検討を行った。 

 ソニーのハードディスクマルチプレイヤー（HMP-A1）や、シャープのポータブル AVプ

レイヤー（MT-AV-1）といった携帯型映像コンテンツ再生の専用機器が登場しているが、映

像コンテンツの配信ということを考えた場合、多機能化が進み動画再生の可能な携帯電話

やデジタルカメラ、PDA といった、機能として映像コンテンツの再生機能を有するものを

対象とし、「携帯型映像コンテンツの再生機器」の市場規模を調査した。 

 本章の調査研究の手法としては次のような手順で行った。 

 

（１）携帯型映像コンテンツ再生機器の開発の方向性について 

（２）現状における携帯型映像コンテンツ再生機器の市場について 

（３）今後の携帯型映像コンテンツ再生機器の市場推計について 

（１）シナリオの検討

（２）現状の市場規模について

（３）今後の携帯型コンテンツ
再生機器の市場推計

・メーカーへのヒアリングを通じた機器
開発の動向について検討
・携帯型コンテンツ再生機器の方向性
について検討

・（１）で検討されたシナリオに基づき、
今後可能性のある携帯端末機器の現
状における市場について調査

・（１）、（２）に基づいた携帯型映像コン
テンツ再生機器の市場推計

 

図図図図 4    本章本章本章本章におけるにおけるにおけるにおける調査調査調査調査研究研究研究研究のののの手法手法手法手法 
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１．携帯型映像コンテンツ再生機器の開発の方向性について 

 携帯型映像コンテンツ再生機器に求められる条件、そして携帯型映像コンテンツ再生機

器がどのような方向性で開発が進められていくのか、開発メーカーへのヒアリング調査や

文献調査を通じ、いくつかのシナリオの想定を行った。さらに、ここで想定されたシナリ

オに基づき、現状分析から将来への市場推計を行った。 

 

１．１．携帯型映像コンテンツ再生機器に求められる条件 

 まず方向性を検討する前に、本調査研究において「携帯型映像コンテンツ再生機器」に

求められる機能要件を明らかにする必要がある。 

 

ａ．液晶画面 

 映像コンテンツを観るためには必須の機能となる。またその大きさによって携帯性も変

わってくるために重要な要素となる。情報量の多い文字や細かな映像を映す必要がある場

合は比較的大きな画面が必要となる。 

 映像コンテンツの場合は、ある程度、画面サイズは固定されてくることから、さほどの

大きさは必要ないと考えられる。 

 それよりもどのような画面サイズで、どのような映像コンテンツを観るのが良いのか、

検討する必要はある。例えば、音楽番組であれば小さな画面でも良いが、映画は大きな画

面が必要、というように映像の中身によって選ばれる画面サイズは異なると考えられる6。 

 また大きさとともに解像度も重要である。最近の PDA や携帯電話では、QVGA という

VGA（640×480ピクセル）の 1/4の解像度（320×240ピクセル）のものが多く採用されて

いる。 

 

ｂ．通信機能 

 映像コンテンツの配信ということを考えた場合、通信機能は当然の機能として求められ

てくる。ユビキタス社会においては、当然、どこにいても情報を得ることができるわけで

あるから、携帯型端末に通信機能は必要不可欠なものとなる。 

 現在のようにインターネットのブロードバンド化が進み、映像コンテンツのような大容

                                                   
6 もしくは画面サイズがある一定に決まっている中で、どのような番組を観たいのか、検証していく必要

がある。 
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量のデータを送受信されるような社会においては、PHS のような最大 128k というレベル

ではなく、Wi-Fi7による無線 LANや第三世代型携帯電話のように、M（メガ）クラスの通

信機能が求められている。 

 外部との通信ということではないが、Bluetoothや赤外線通信も一つの通信機能ではある。

前者は比較的高速であるが、後者は大容量のデータをやりとりするにはやや難がある。両

者とも受信範囲が限られることから、機器間の通信という役割が大きい。 

 

ｃ．他の情報機器との連携機能（メディアによるものも含む） 

 PCや PDAといった通信機能を有するものは、LANなどのネットワークによるデータ送

受信が行われるが、その他の機器について、データの受け渡しは、ケーブルによる直接的

な接続やメモリーカード（記憶媒体）によるものが中心となっており、これが他の機器と

の連携機能を担っている。 

 米Apple Computer社が行っている音楽プレイヤーである iPodとリッピングや音楽デー

タの管理をおこなうソフトウェアである iTunesとを組み合わせた音楽配信ビジネス（以下

iPod + iTunesモデル）でも、音楽データの受け渡しは、PCと iPodとをケーブルでつない

で行うスタイルである。 

 

 本来、配信ビジネスを考えた場合、一度 PCにダウンロードして、それを携帯端末に移動

するという行為は、ユーザー側から考えると必ずしも利便性があるとは言えない。 

 しかし iPod + iTunesモデルの場合、利用者にとっては必ずしも不便で億劫なものにはな

っていない。確かに音楽では、リッピング（音楽 CD に記録されているデジタル形式の音

声データを抽出し、パソコンで処理できるようなファイル形式に変換して保存すること）

して PC上に蓄積することが多く、従来から音楽 CDを MP3化し、PCに保管しているユ

ーザーは存在した。 

 iPod + iTunes モデルの優れた点は、リッピングや音楽データのダウンロード、そして

iPodへの移行という、初心者にとっては煩雑な作業を、iTunesという優れたソフトウェア

で手軽に行えるようにしたことである。iPodと PCとをケーブルで結び、「更新」するだけ

で、iTunes上の音楽データと iPod上の音楽データとを同期化することができる。 

 

 映像についても、DVDからリッピングすることが主流となると、この連携機能が意味を

持つが、著作権の関係から難しい。実際に音楽 CDでコピーコントロール CD（CCCD）が

発売された原因はこのリッピングである。 

 

                                                   
7 業界団体のWECAが、無線 LANの標準規格「IEEE802.11b」の互換性を保証するために定めた名称。

「Wireless Fidelity」の略。 
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ｄ．記憶媒体 

 通常、音楽に比べて、映像コンテンツのデータはかなり大きなものとなる。例えばソニ

ーのハードディスクマルチプレイヤー（HMP-A1）では、20GBのハードディスクにMPEG4

（1Mbps）映像で最大約 35時間、MPEG2（4Mbps）映像で最大約 9.5時間分保存できる

が、これを単純に１時間当たりで換算すると、MPEG4形式で約 0.6GB、MPEG2形式では、

約 2.1GB必要となる。 

 SD カードやメモリースティックといったフラッシュメモリの容量は現在でも最大２GB

のものがあり、今後も拡大していくと思われるが、１時間番組ごと、フラッシュメモリを

差し替えるというのでは利便性が高いとは必ずしも言えない。 

 現在は、携帯端末用の圧縮技術も開発されているが、それなりにグレードの高い映像を

提供することを考えた場合、あまり圧縮しないことが望ましい。 

 

 携帯端末向けの圧縮技術としては、MPEG4がある。これは、携帯電話や電話回線でも通

信速度の低い回線を通じた、高圧縮率の映像の配信を目的とした規格で、動画と音声合わ

せて 64kbps程度のデータ転送速度で再生できることを目指している。 

 

 

表表表表 1 圧縮技術圧縮技術圧縮技術圧縮技術（（（（MPEG））））のののの一覧一覧一覧一覧 

MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4

標準化時期 1992年 1994年 1999年、2000年

目的
CD等の蓄積メディアに１時間
の動画を格納

放送・通信など幅広い用途に
向けて拡張

マルチメディアオブジェクト
を時系列上で表現

主な用途 ビデオCD、カラオケ、VOD
DVD-Video、デジタル放送、

VOD、放送局内

各種マルチメディア：携帯電
話、インターネット、デジタ
ル放送、VOD

主なビット
レート

1.5Mbps （ 数 100kbps ～

1.8Mbps）
2Mbps～80Mbps 5kbps～38.4Mbps

主な解像度 352×240、320×240
720 （ 704 、 640 ） ×480 、

1920×1080、1920×1152
非常に多様、最大1920×1088

主なフレーム
レート

24、25、29.97 24、25、29.97、50、60 可変

技術ポイント
インターレース、VBR、TS、

4:2:2オブジェクトの合成、合
成映像、合成音声

JPEG（DCT他）、L/P/Bピクチャ（動き予測）、AV同期

 

出所：MPEGラボ（http://www.mpeg.co.jp/libraries/mpeg_labo/winPC_01.html） 

 

 ビデオレコーダーや携帯電話、デジタルカメラなどを中心に「MPEG4対応」、「MPEG4

準拠」の製品が増えている。  

 MPEG4の特徴は、その圧縮効率の高さである。DVDやデジタル放送で採用されている

MPEG2に匹敵する画質を、その半分程度のデータ容量で実現できる。大画面のプラズマテ

レビであると厳しいが、パソコンのディスプレイで見る分には、違いはさほど気にならな
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い。  

 

 そうしたメリットの一方で、普及を阻む大きな問題がある。現状の MPEG4 対応機器で

は、記録した映像を別の機器では再生できないということである。再生の互換性がない理

由は、同じ MPEG4 であっても、細かい仕様の違いによっていくつかの種類に分かれてい

るためである。  

 MPEG4の仕様は「プロファイル」と「レベル」によって定義されている。簡単に言うと、

プロファイルは圧縮の仕組みを規定したものであり、レベルは、どのサイズの映像をどれ

だけの比率で圧縮するかを示したものである。  

 現在の MPEG4に対応した製品群では、名称が同じ MPEG4であっても、プロファイル

が異なれば再生互換性はない。さらに、プロファイルがそろっていても、レベルが違えば

再生互換性をとれない。 

 

 一方で、記憶媒体の大容量化・小型化、そして低価格化は今後もますます進むと考えら

れている。記憶媒体の問題に対しては、それ自身の容量拡大とともに、携帯端末機に特化

した映像コンテンツを提供することで解決する方法もある。 

 30 分や１時間という長時間のものではなく、5 分程度の映像コンテンツであれば、現在

の記憶媒体でも十分に対応可能である。 

 実際、携帯端末で映像コンテンツを見る時間は、さほど長くはないと考えられる。電車

の中や待ち合わせ時といった、いわゆる隙間の時間の中で用いることが基本になる。 

 表は、場所別の情報メディア行動（テレビやパソコン、電話などを利用する）時間を示

している。この中で、携帯型映像コンテンツ再生機器は「テレビを見る」、「書籍・雑誌を

読む」、「新聞を読む」といった行為と同類であると考えられる。また行動別に見ると、携

帯電話は通常、移動中に用いるものと考えられるが、「テレビを見る」、「書籍・雑誌を読む」、

「新聞を読む」行為の移動中における時間は、約 20分弱となっている。したがって最大で

も約 20分程度の映像コンテンツというものが、一つの携帯端末機器向けの映像コンテンツ

の目安と言える。 

 

 ところで、ここで注意しなくてはいけないのは、下表において携帯電話が使われる場所

としては、自室内での使用が最も長いことである。また職場や学校といったところで比較

的長時間使用されている。これは携帯端末が必ずしも移動時に用いるものとは限らない、

ということを示している。 
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表表表表 2 場所別場所別場所別場所別のののの情報情報情報情報メディアメディアメディアメディア行動時間行動時間行動時間行動時間（（（（平日平日平日平日・・・・全体平均全体平均全体平均全体平均）））） 

（単位：分）

自室内
家族との共有

スペース
移動中 その他自宅外 小計 職場・学校 合計

テレビを見る 48.3 135.6 0.9 2.4 187.2 4.1 191.3

固定電話を使う 4.0 7.0 － － 11.0 － 11.0

携帯電話を使う 16.1 10.0 9.5 9.3 44.9 14.1 59.0

パソコンを使う 70.1 65.1 7.0 2.2 144.4 132.9 277.3

書籍・雑誌を読む 20.3 14.8 14.2 4.4 53.7 5.1 58.8

新聞を読む 3.0 18.9 2.6 0.5 25.0 3.2 28.2

音楽を聴く 29.7 16.6 28.9 5.4 80.6 10.5 91.1

合計 191.5 268.0 63.1 24.2 546.8 169.9 716.7

総計：11時間57分  

出所：電通総研編「情報メディア白書 2005」 

 

ｅ．携帯性 

 当然のことながら、携帯型である以上、この機能は優先される。しかし a～dの全ての機

能を搭載するようになると、大型化していくというのが必然であろう。 

 

表表表表 3    携帯型映像携帯型映像携帯型映像携帯型映像コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ再生機器再生機器再生機器再生機器にににに求求求求められるめられるめられるめられる機能要件機能要件機能要件機能要件とととと対応表対応表対応表対応表 
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１．２．ヒアリング調査の結果 

 現在メーカーでは、携帯電話やゲーム機器、パーソナルコンピュータを始めとして、様々な

コンシューマ向けの電子電気機器、映像機器を製造・販売している。 

 本調査研究に協力頂いた企業各社へのヒアリングによって今後の方向性について検討を進め

た。 

 ヒアリング調査の詳細については第 3章にて後述しているが、ヒアリング調査から抽出され

るトピックスごとに、携帯型映像コンテンツ再生機器の開発の方向性を検討した。 

 

ａ．方向性１：携帯型機器開発において技術的なハードルは存在しない。 

 各メーカーが口を揃えて言うのは、現在の携帯電話が有する機能を考えると、再生機器の小

型化、画面の精細さ、などの技術的な問題はさほど存在しない、ということである。 

 逆に技術的な要素を盛り込むことで価格が高くなることのデメリットがある。このコストを

負担するのは消費者であり、どこまで技術的な質の高さを価格との間で求めていくのかが、重

要な要素となる。 

 

 また著作権管理については、技術よりも業界体質の問題が大きい。 

 

 ところで携帯型映像コンテンツ再生機器を考えた場合、電源（電池）の確保が大きな問題と

なっている。機能が増えれば増えるほど、バッテリーの消耗は早くなってしまう。特に映像の

ように、大きな負荷を機器に与える場合は、さらに短くなる。 

 この解決策として考えられる技術としては燃料電池がある。 

 

ｂ．方向性２：メーカーの役割はあくまでもプラットホームの提供 

 ヒアリング調査から示されるのは、多くの企業が考えているメーカーとしての役割は、あく

までプラットホームを提供すること、である。すなわち機器を販売するための、もしくは事業

としてコンテンツ提供と合わせた映像コンテンツ再生機器の開発には取り組まない、というス

タンスである。 

 通常、将来的には遅かれ早かれコモディティ化するハードウェア事業を健全なビジネスモデ

ルとしていく際の王道は「かみそりをただ同然で売って、刃で儲ける」というものである。コ

ピー機に代表されるように、消耗品や利用することに対して収益を上げるというものである。 

 iPodの事例をここでも上げるならば、その成功要因は、このビジネスモデルの常識を転換さ

せたことにある。１曲 99 セントという安さが一つの武器となっているが、これは一方では、

デジタル音楽を売ることでの利益を削ることになる。 

 このような薄利多売のビジネスモデルに対して、New York Times誌では、スティーブ・ジ

ョブスが「音楽配信事業では利益は出ず、iPod というハードウェアの販売が多分に Apple 

Computer 社の収益性に貢献している」とコメントしていることを取り上げ、ハードではなく

ソフトがコモディティ化していくビジネスモデルが新たに構築されている可能性を示唆してい
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る8。 

 iPod + iTunesのビジネスモデルはまだ始まったばかりで、これが産業構造を 180度変える

とは言い難いが、確かに新しいビジネスモデルであることは間違いない。「かみそりの刃をただ

同然で売って、かみそりで儲ける」のである。 

 iPod + iTunesのビジネスモデルは、ハードウェアとソフトウェアを一体化したものであり、

そこにユーザーの視点を加えたものである。わが国のメーカーがプラットホームの提供にこだ

わると、足をすくわれる状態になりかねない。 

 

 またわが国のメーカーがこだわる戦略として、メディアネットワークというものがある。こ

れは、SD カードやメモリースティックといったメディア（記憶媒体）を通じて、各種の映像

機器の間のデータのやりとりを実現する方法である。HDD レコーダーで録画したテレビ番組

を SDカードに移し、PDAや携帯電話で読み込み、視聴するというものである。 

 このやり方は、いわゆる機器だけではなくメディアも含めたバリューチェーンを構築する目

的があり、メディアによって顧客を囲い込む戦略が見え隠れする。実際に、デジタルカメラで

も、違った形式のメディアを採用しているものを購入すると、メディア自体が不必要になって

しまう。また持っていないメディアであれば、新規購入する必要があり、全体としての価格は

上昇してしまう。 

 このようなメーカー側の囲い込み戦略の一つの代表例は、実は iPod + iTunesモデルである。

上述したようにこのビジネスモデルの収益源は iPod の販売によるものが大きく、Apple 

Computer社としても、iTunesを他の HDD型音楽プレイヤーに開放する、ということはでき

ない。 

 

ｃ．方向性３：携帯型機器のユーザーは幅広い。 

 PSPなどの携帯型ゲーム端末を用いる顧客層は、比較的年齢層が高いと言われている。確か

にゲーム機の本来のメインターゲットである小学生から高校生というのは比較的行動範囲が限

定され、携帯型よりは据置型のゲーム機を用いる時間が長い。もちろん旅行時や外出時にゲー

ム機を持っている小学生も見受けられ、メインとしての対象ではあるが、多機能になっている

現状を踏まえると、実際に活用することができる 20代後半から 30代前半にかけての年代が一

つの購買層でもある。 

 また携帯電話については、小学生の低学年から所有しており、携帯型機器についてのターゲ

ットはより幅広く考える必要がある。 

 

１．３．携帯型映像コンテンツ再生機器の動向 

ａ．携帯電話（コンテンツ配信・再生機能の拡充） 

 携帯型映像コンテンツ再生機器の一番手は、携帯電話であると考えられる。携帯電話の機能

                                                   
8 http://www.nytimes.com/2004/01/19/business/19neco.html?ex=1389848400&en=8e7e63b8ce2c5e1b&ei 
=5007& partner=TECHDIRT 
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の充実ぶりはめざましいものがある。今後も付加的な機能が拡充されていくことは間違いない。 

 

 わが国における携帯電話では、動画再生に関して、他の国々よりも先端的な機能を有してい

る。例えば NTTドコモの最新機種である SH901iCでは、「TV Recording」機能を搭載してい

る。テレビやビデオデッキに携帯を接続して、動画を録画することが可能になっているのであ

る。この機能によって、従来の「PCで録画した動画を変換して、メモリ媒体（SDカードやメ

モリースティックなど）に保存して携帯で閲覧する」のではなく、単にケーブルをつなげるだ

けで、動画を記録することができるのである。 

 また日本でも携帯端末向けの１セグ放送に対する期待は大きい。2003年 12月に地上波デジ

タルのテレビ放送が東京、名古屋、大阪の３大都市圏で開始され、今後、2011までに順次全国

展開されていく。 

 

ｂ．PDA、デジタルカメラ、ゲーム機の追加される映像コンテンツ再生機能 

 最近では、PDAやデジタルカメラ、携帯型ゲーム機には、情報通信機能や音楽再生機能、動

画再生機能が付随している。 

 ところで、この手の機器の場合は、必ずしも通信機能による配信だけではなく、メディアリ

ンケージによる使い方が主になると考えられる。 

 

(1)米国におけるメディアリンケージによる映像配信 

 米国で普及の進む DVR（デジタル・ビデオ・レコーダー）サービスを提供する TiVo（ティ

ーボ）では 2005 年 1 月に開催された CES の中で「Tahiti（タヒチ）」と呼ぶ新サービスを発

表している。この新サービスではテレビとインターネットのブロードバンド回線を用いて、録

画した番組を PCや PDA（携帯型情報端末）に転送して持ち歩いたり、保存した映像に関連し

たコンテンツや商品を探したりすることができるようになる。 

 

(2)PDA・ハンドヘルド PC 

 PCの小型化した存在として、発売当初は大きな期待を持って受け入れられたPDAであるが、

現段階では、十分に普及しているとは言えない。これは全体として中途半端な印象を受けるた

めであろうか。PDA の特徴としては、（PC に比べて）起動が素早い、などがあるが、現在の

PIM（個人情報管理）を中心とした現在の PDA 機能では、多様なユーザー層に訴えるものが

なく、その特徴を十分に生かせていないのが現実である。 

 

(3)携帯型ゲーム機 

 携帯型ゲーム機としては、最近では、ソニー・コンピュータエンタテインメントが発売した

「プレイステーション・ポータブル」（PSP）や任天堂が販売している「Nintendo DS」(NDS)

などがある。 
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２．現状における携帯型映像コンテンツ再生機器の市場につい

て 

 現状における携帯型映像コンテンツ再生機器の普及動向について検討を行った。一言で携帯

型映像コンテンツ再生機器といっても、携帯電話から専用機器まで販売されていることから、

前項で検討された想定シナリオに基づいて適宜、検討する機器を選択し、その市場動向を調査

した。 

２．１．携帯電話 

 携帯電話は、近年、市場の飽和が指摘されており、新規契約数の伸びは鈍化している。特に

2005 年度から 2009 年度にかけての伸びは、1％程度と予測されており、今後は新規よりも買

換需要が中心になると考えられる。今回の調査研究の目的から考えるべきは、動画再生機能を

有する機種の普及がどのように進むのか、ということである。 
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図図図図 5 携帯電話契約数携帯電話契約数携帯電話契約数携帯電話契約数およびおよびおよびおよび増加率増加率増加率増加率のののの推移推移推移推移 

出所：電気通信事業者協会 
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図図図図 6  携帯電話稼働数予測携帯電話稼働数予測携帯電話稼働数予測携帯電話稼働数予測（（（（人間用途人間用途人間用途人間用途）））） 

出所：2002年度までは電気通信事業者協会発表による実績値。2003年度は NRI野村総合

研究所推計値、2004年度以降は予測値。 

 

 そして今後は、第三世代と言われる携帯電話がテキストからビジュアルコミュニケーション

を進めていくと考えられる。 
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図図図図 7     第三世代第三世代第三世代第三世代携帯端末普及状況携帯端末普及状況携帯端末普及状況携帯端末普及状況 

出所：電気通信事業者協会 
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図図図図 8 わがわがわがわが国国国国のののの携帯電話端末携帯電話端末携帯電話端末携帯電話端末のののの需要台数需要台数需要台数需要台数およびおよびおよびおよび予測予測予測予測 

出所：野村総合研究所「IT市場ナビゲーター2005年版」 
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図図図図 9 携帯電話端末国内販売台数携帯電話端末国内販売台数携帯電話端末国内販売台数携帯電話端末国内販売台数ののののシェアシェアシェアシェア（（（（2003年末時点年末時点年末時点年末時点）））） 

出所：ガートナー データクエスト（2004年 3月） 
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２．２．PDA、ハンドヘルド PCならびに携帯型ゲーム機 

 PDAについては、ソニーの CLIE生産中止から示されるように、全体的な市場動向は縮小傾

向にある。 

 一方で、携帯電話や音楽プレイヤー、ポータブル AV プレイヤーといった携帯端末機 

には、PIM 機能が搭載されるようになっており、機能自体は、今後も残っていくと思わ 

れる。 
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図図図図 10 ゲームゲームゲームゲーム機器機器機器機器のののの累積出荷台数累積出荷台数累積出荷台数累積出荷台数のののの予測予測予測予測 

出所：野村総合研究所「IT市場ナビゲーター2005年版」 
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２．３．デジタルカメラ 

 デジタルカメラについては、動画録画機能が標準装備化されてきている。またデジタルビデ

オカメラやマルチカメラと呼ばれる動画撮影を主な目的としたものも販売されてきている。 

 また音楽再生機能やボイスレコーディング機能など、本来の静止画撮影以外の機能も多く付

加され、多機能化が進められてきている電子機器である。 

 市場においても 2001年以降、2004年までは大幅な伸びを見せている。これは、いわゆる銀

塩カメラから新規の買換が進んだ結果と高画質化などの機能進歩が急激に進んだため、デジタ

ルカメラをすでに所有していた人も買換を行ったことが大きな要因である。高画質化とともに、

軽量化・小型化が進んだため、デジタルカメラが個人財になっており、常時、携帯する人も現

れている。 

 映像コンテンツ再生機能も有しており、パナソニック製の D-Snap DS-30は、画面は小さい

が、テレビで録画した番組を見ることができる。 

 しかし機能、市場ともに成熟しつつある機器でもあるため、今後の市場動向としては、縮小

傾向にあると考えられている。 
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図図図図 11    デジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラデジタルカメラのののの世界市場予測世界市場予測世界市場予測世界市場予測 

出所：2003年まではカメラ映像機器工業会による実績値、2004年以降は NRI野村総合研究所

の予測値 

 

 デジタルカメラの場合も、携帯電話との競合が考えられる。 
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２．４．音楽プレイヤー・ポータブル AVプレイヤー 

 次に、音楽プレイヤーの市場であるが、従来、ここはポータブル CD もしくはポータブル

MDが中心の市場であった。この構造を大きく変えたのは米 Apple Computer社の iPodであ

る。 

 世界的に見ても、ポータブル・オーディオの市場は、縮小傾向にある。電子情報技術産業協

会（JEITA）が 2004年 2月に発行した「AV主要品目世界需要予測－2008年までの需要展望」

の中で、ポータブル CD、ポータブルMD、ヘッドホン・ステレオ（携帯型カセット・テープ・

プレイヤー）の３機種を合計したポータブル・オーディオ需要は、2003年の 5,216万台だった

のが、2004年には 4,821万台に、そして 2008年には 3,461万台へと 2003年の約 1/3になる

ことが想定されており、2004年以降は年率マイナス７～８％で減少していくと予測されている。 

 このような縮小予測に対して iPod の世界における出荷台数は急激な伸びを見せている。特

に 2004年の第２四半期から、第４四半期にかけては実に約５倍もの成長を見せている。 
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図図図図 12 iPodのののの四半期四半期四半期四半期ベースベースベースベース出荷台数推移出荷台数推移出荷台数推移出荷台数推移（（（（2002年第年第年第年第 3四半期四半期四半期四半期～～～～2004年第年第年第年第 4四半期実績四半期実績四半期実績四半期実績）））） 

出所：米 Apple Computer社 

 

２．５．通信インフラ 

 ところで、これまで携帯型映像コンテンツ再生機器に求められる機能要件として、通信機能

を取り上げたが、機器や映像コンテンツの開発・普及とともに、コンテンツを配信する通信イ
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ンフラの充実が求められる。 
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図図図図 13 ワイヤレススポットワイヤレススポットワイヤレススポットワイヤレススポット（（（（ホットスポットホットスポットホットスポットホットスポット））））数数数数 

出所：株式会社インプレス「インターネット白書 2004」 

8

31

64

93

196

135

284

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009（年度）

（億円）

 

図図図図 14 公衆無線公衆無線公衆無線公衆無線 LAN市場規模予測市場規模予測市場規模予測市場規模予測 
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３．今後の携帯型映像コンテンツ再生機器の市場推計について 

 ここまでに基づき、今後の携帯型映像コンテンツ再生機器の市場について推計を行った。 

 

３．１．普及シナリオの検討 

ａ．シナリオⅠ：携帯電話を中心とした携帯型映像コンテンツ機器の普及 

 携帯型映像コンテンツ再生機器の候補として、大きなポテンシャルを持っているのは携帯電

話であろう。 

 また１セグ放送が始めることで、新たに映像を再生する機能も充実してくると考えられ、音

楽機能とあわせて、AV機能を兼ね備えた端末が展開されていくと考えられる。 

 課金システムが構築されていることも大きなアドバンテージである。 
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図図図図 15    モバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツモバイルコンテンツ市場市場市場市場のののの動向動向動向動向 

出所 ※１ 2001年以前は（株）メディア開発綜研推計 ※２ 2002年度以降はコンテンツ

およびコマース市場はMCF発表。広告費は（株）電通資料。 
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図図図図 16    モバイルモバイルモバイルモバイル系系系系コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ市場規模予測市場規模予測市場規模予測市場規模予測 

出所：野村総合研究所「IT市場ナビゲーター2005年版」
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ｂ．シナリオⅡ： ＰＤＡ、ゲーム機などの多機能型機器による携帯型映像コンテン

ツ再生機器の普及 

 次に考えられるシナリオは、PDAやゲーム機などの機能の一つとして、携帯型映像コンテン

ツの再生機器が普及するケースである。 

 PSP では、専用メディア（UMD）を対象とした映像ソフトが販売されるなど、この分野は

比較的有望と考えられる。しかし PCとの連携がどれぐらいスムーズに行うことができるのか、

通信機能をどのように確保していくのか、といった課題もある。 

 

ｃ．シナリオⅢ：映像コンテンツの再生をメインとした携帯型動画再生コンテンツ

機器の普及 

 最後は、音楽プレイヤーのように、一つの機能を基本的に主とする機器としての携帯型映像

コンテンツ再生機器の普及である。現在でもいくつかのポータブル AV プレイヤーが発売され

ているように、今後もその普及は進むと予測される。 

 動画（アニメ）に限らず、映画やテレビ番組といった映像コンテンツについては、インター

ネットインフラのブロードバンド化に伴い、これらを利用した視聴サービスがプロパイダーや

CATV各社を中心として提供され始めている。特に最近では、韓国ドラマなど特定ジャンルの

作品が市場を牽引している。 
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図図図図 17    映像系映像系映像系映像系コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ市場市場市場市場 

出所：（財）デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書 2004」 
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３．２．携帯型映像コンテンツ再生機器の市場推計 

 前項で検討されたシナリオⅠからⅢまでについて、現在の市場動向ならびに普及予測から、

携帯型映像コンテンツ再生機器の市場規模（出荷台数ベース）としては、2005年では、約 4,800

万台、2009年には 7,000万台近くに到達するものと見られる。構成比として最も高いのは携帯

電話で、2006年には約 4,000万台に達すると予測されている。 

 ただし、ここで注意すべきは、あくまで映像コンテンツ再生機能を持った機器が増えるとい

うことであり、それが全て映像コンテンツを利用するとは限らない、ということである。大き

な市場である一方、それをどのように生かすのかが重要となってくる。 
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図図図図 18    携帯型映像携帯型映像携帯型映像携帯型映像コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ再生機器再生機器再生機器再生機器のののの市場規模推計市場規模推計市場規模推計市場規模推計 

表表表表 4    携帯型映像携帯型映像携帯型映像携帯型映像コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ再生機器再生機器再生機器再生機器のののの市場規模推計市場規模推計市場規模推計市場規模推計 

（単位：万台）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 備考

W-CDMA 970 2,030 3,160 3,460 3,410 3,420

cdmaOne 200

1xMC,1xEV 790 800 820 770 780 790

1,960 2,830 3,980 4,230 4,190 4,210

任天堂GBA 338 220 120 60 20 20

SCE PSP 50 100 250 250 150 900

任天堂NDS 100 300 300 300 200 100

488 620 670 610 370 1,020

デジタルカメラ デジタルカメラ 800 910 900 900 890 890

ポータブルプレーヤー iPod（世界出荷） 458 504 554 610 671 738 ※年間10％の成長を予測

携帯型映像コンテンツ再生機器 合計 3,706 4,864 6,104 6,350 6,121 6,858

合計

合計

携帯型ゲーム機

第３世代型携帯電話
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第３章．携帯型映像コンテンツ再生機器を活用したコン

テンツ配信ビジネスモデルの試算 

 コンテンツ配信のビジネスは、択一的なものではなく、現状、既にいくつかの方式が併存し

ている。すなわち、パソコン向けのほかに、STB（セットトップボックス）、第三世代携帯端末、

携帯ゲーム機、携帯型映像コンテンツ再生機器などである。将来の大きな方向性としては、携

帯電話の優位性が推測されるが、かといって、他のすべてが無くなってしまうような状況を想

像することは難しい。 

 

 コンテンツ配信ビジネスモデルの規模は、最終的にユビキタス環境が実現するまでに、SD メ

モリーカードなどを介したメディアネットワーク、ホームサーバーなどを介したホームネット

ワーク、そして IP ネットワークという段階を踏んで大きくなるものと推測される。 

いち早く、普及率で先行し、ユビキタス環境に近い環境を実現している携帯電話においては、

３Ｇの高速回線の普及率が本年中にも過半数に達することが見込まれ、また、その料金も定額

制が一般的になることが予想される。 

 2002 年度の携帯コンテンツ関連市場規模は 2004 億円。2003 年度は 2232 億円に成長し、過去

を含めると年 10％～30％の成長を続けている。このうち着メロ市場が約 60％、携帯ゲーム市場

が約 10％を占める。また、携帯コマース単体でみると 70％成長するなど、カテゴリー毎の伸張

差が著しい。また 2004 年の着うたの市場規模が 150 億円を超えるという予測もある。３G コン

テンツの発展次第では今後も同様に市場規模が拡大することも考えられる。 

 既存の市場では、映像は音楽の約４倍の市場規模を持っている。将来、環境が整えば、映像

のコンテンツ配信は、音楽のそれを上回ることが期待される。 

 

 収益の配分の有り様は、今もって、CH（コンテンツ・ホルダ：権利者）と CP（コンテンツ・

プロバイダ：利用者）の間でのルールづくりが固まっていない。映像のネット配信も、従来は、

明確な合意が得られないまま行われてきた。そのような状況の中、CH 側と CP 側との間で統一

的見解と合意をつくり上げるために、昨年経団連の提案で昨年「利用者団体協議会」が結成さ

れた。現在、交渉は佳境に入っているようだが、議論の内容は非公開とされており、決着が待

たれる。 

 

 動画協会の役割は、利用者団体協議会への積極的な参加がまずあり、加えて、以下のような

ものが挙げられる。(1)アニメ業界への啓蒙活動、(2)関係各省庁、各団体との調整、(3)コンテ

ンツ配信の将来像の研究調査、(4)新メディアにマッチしたソフトの企画開発提案。 
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１．企業ヒアリング 

 ワーキンググループでは 2004年 12 月 21 日から 2005年 2 月 1 日にかけて、国内大手 AV

機器メーカーからのヒアリングを行った。その結果、貴重な技術情報を聴取することができた

他、業界体制の問題点、著作権などの権利関係の整理の必要性、国内規格が国際的な広がりを

持つために必要な条件、今後のハード開発およびソフト開発の方向性など、一定の傾向を把握

することができたと考えている。 

 

 iPod／iTunesの登場は、我が国の AV機器メーカーに強烈なショックを与えた。小さくて軽

い携帯型の高性能音楽再生機器の開発・製造については、まさに我が国の独壇場であり、新た

なブレークスルーは、たとえばイヤホンサイズのモバイル音楽再生機器のような方向だと、お

ぼろげに考えられてきたからと想像できる。 

 2001年 10月に登場した初代 iPodが、日本の AVメーカーに与えたショックはどの程度のも

のであったのか、当然のことながら次の主戦場である映像配信分野に、各メーカーはどのよう

に対処していこうとしているのか、担当者への聞き取り調査を通じて浮かび上がってきたイメ

ージは、「すべての準備はできている。しかし自ら動くつもりはない」というものだった。 

 2000年の暮れに iTunesが英語版で登場したとき、2001年の 1月 26日に日本語版の無料ダ

ウンロードが開始されたとき、これが世界の音楽の社会を一変させてしまう革命の始まりであ

ろうとは、日本中の誰も想像できなかったにちがいない。 

 iPodが内蔵ハードディスクを巨大化させ、液晶画面をカラー化して静止画表示を実現し、ハ

ードディスクの代わりに最大１Gのメモリを格納装置に使うところまでバリエーションを拡大

していくとともに、iTunesは欧米で「音楽配信」という新しい形態を浸透させていった。 

 ドッグイヤーといわれる昨今、5 年間という年月を長いと見るか、短いと受け止めるかは立

場によって異なるだろうが、ウォークマンの登場以来 20 年以上、音楽を持ち運ぶとはこうい

うことだ、というほぼ完成されたイメージが、わずか 5年で根底から覆されてしまった事実は

認めざるを得ない。 

 しかも、iPod／iTunesには、技術レベルでの革新性はほとんどない、と言っても過言ではな

いのである。その革新性は一言でいえば、日本社会（米国においてもそうであったのかもしれ

ないが）では、難しいと考えられていたこと、すなわち「ハードとソフトの一体的な運用」を

いとも簡単に実現してしまったことである。 

 

 複数の技術者との意見交換を通じて感じたのは、日本社会の構造の旧弊さであった。それは、

政府が維持している規制というよりも、成熟した業界が持つ安定した硬直性であり、アイディ

アを具現化するまでの手続きや意思決定プロセスの古めかしさである。 

 ヒアリングを重ねれば重ねるほど iPod の攻勢を迎撃する必要はあるが、実のところ本当の

敵は私たちの背後にいるのではないかとの不安を拭いきれなかった。 
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２．コンテンツ配信のビジネスモデル 

 「コンテンツと流通のデジタル化」がもたらすもの、それがすなわち現在言われているとこ

ろの「ユビキタス社会」である。このトレンドは 21 世紀において間違いなく支配的になって

行くはずである。 

 この「コンテンツとその流通のデジタル化」がもたらす社会において、看過できない要件が

コンテンツ流通の動向である。映像系コンテンツにおける流通はフィルム→放送→パッケージ

というメディアの変遷に伴い変化してきた。歴史のあるメディアにおいては、そのルールほぼ

定着したと言ってもよい。 

 音楽や映像におけるコンテンツ流通はパッケージから配信へと本格的な移行を見せようとし

ている。配信ビジネスにおいても CH、CP相互が納得する適正なルールづくりがなされれば、

コンテンツの供給量は一挙に増大するものと思われる。 

 

 新しいメディアとして妥当な機能性、経済性を持ち得ているか、さらにそこに対してコンテ

ンツが供給されるかという問題がある。そのような局面において出てくる問題は概ね二つある。 

 まず、新しいメディアが登場したときに興味と同時に抱く恐怖心、警戒心である。 

 そして、もう一つ問題として、映像コンテンツの場合、音楽などに比べて CHの構成員が多

数存在し調整に手間がかかる場合が多いということが挙げられる。 

 すでに本格化しているインターネットの VODのシステムにおいて主流なのは、いわゆる「ホ

スティングシステム」である。これは、CP がインターネット配信のシステムを持つ配信事業

者（いわゆる Yahooや Niftyのようなインターネットプロバイダー＝IP）のホスティングシス

テムや課金システムを使用するという契約である。もちろん、強力なコンテンツであれば IP

が CPからMG(Minimum Guarantee)を積んで配信の権利を得るものもあるが、大概はフラッ

トで RS（Revenue Share）というシステムになっている。時には IPが自らコンテンツをオリ

ジナルで制作する場合もあるが、ほとんど CP からコンテンツを調達しているという状況であ

る。 

 

 「利用者団体協議会」の結成は、インターネットにおけるコンテンツ流通促進のために権利

者団体と積極的に交渉の場を持っていこうとする利用者サイドの協議会である。この協議会が

インターネットの利用促進のために様々な CHである権利者団体と交渉を重ねている。 

 利用者団体協議会と権利者団体との交渉経過を側聞するに、両団体ともに今までの考え方の

枠にとらわれているように思われる。しかし、ユビキタス社会において従来の著作権法、及び

それを支えてきた思想でコンテンツ配信ビジネスを果たして律しきれるであろうか？ユビキタ

ス社会への移行と共に今後コンテンツ利用のニーズは確実に高まるであろう。その一方で高ま

る権利者の意識がある。これらを現行の著作権法でカバーするのは困難なように思える。 

 このように、CH には多様な思想や立場が生まれつつある。これを既成の著作権法の概念で

まとめることは難しいであろうし、かと言って急速に現象化する問題にジャストタイムで対応

するのも困難である。そこで必要とされるのが当事者同士で解決する能力であろう。思想や立

場の多様化が加速化しるデジタル化社会では著作権法一本で対応していくのはほぼ不可能であ

る。なぜなら、そもそも著作権法に書かれてない現象が次々と起こるからだ。 
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３．携帯電話における映像配信のビジネスシミュレーション 

 本項では、前項までで「最も携帯型映像コンテンツ再生機器として将来性がある」と推定さ

れる携帯電話での映像コンテンツ配信について、予想される利用シーンと市場予測、収益モデ

ルの試算を行い、また、利用者視点から求められる配信事業のあり方についても検討する。 

 

３．１．定額制と 3Gで激動する携帯市場 

 本節では、携帯電話コンテンツの利用者動向と市場予測を紹介する。 

 2004年 10月時点で、インターネット接続機能の付いた携帯電話のうちで、３G（第三世代）

契約率は 31.3％、定額制契約率は 3.3％程度であるが、2006 年 3 月には、それぞれ 51.4％、

20.8％へ普及すると予測されている（モバイル・コンテンツ・フォーラム推計）。つまり、これ

から 1 年程度で、携帯電話コンテンツの主な利用者が 3G／定額制携帯のユーザーへと移行す

るのである。 

 3G／定額制への移行により、これまでの携帯ビジネスでは成立しえなかった、新たなモデル

が誕生する条件が揃いつつあるといってよいだろう。 

 

ｃ．定額制による利用動向の変化 

(1)定額利用者と非定額利用者で携帯電話によるウェブへの接触時間に大差 

 

図図図図 19    ウェブウェブウェブウェブへのへのへのへの接触時間接触時間接触時間接触時間 

 

(2)パソコン利用時間が長いのは非定額利用者 
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図図図図 20    パパパパソコンソコンソコンソコン利用時間利用時間利用時間利用時間 

 

(3)定額利用者は 3割が情報サービスを週に「20回以上」利用 

 

図図図図 21    情報情報情報情報サービスサービスサービスサービス利用回数利用回数利用回数利用回数 

 

(4)定額利用者で高い「内容によっては金額にはこだわらない」 
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図図図図 22    利用金額利用金額利用金額利用金額 

 

３．２．携帯コンテンツサービスの市場規模 

 2002年度の携帯コンテンツ関連市場規模は 2004億円9。2003年度は 2232億円に成長し、

過去を含めると年 10％～30％の成長を続けている。このうち着メロ市場が約 60％、携帯ゲー

ム市場が約 10％を占める。また、携帯コマース単体でみると 70％成長するなど、カテゴリー

毎の伸張差が著しい。 

 新しいところでは 2004 年の着うたの市場規模が 150 億円を超えるという予測もあり、３G

コンテンツの発展次第では今後も同様に市場規模が拡大することも考えられる。 

 2002年、2003年の動きをみると 2005 年は順調ととらえ 2割成長を実現すると思われる。

これに対し、着うた同様の市場を追加すると予測される映像配信サービスを始めることで 3割

成長を実現することは可能と思われる。 

 

３．３．携帯電話における映像コンテンツの利用シーン 

 有料の携帯コンテンツの会員動向を見てみると、ほとんどのサイトにおいて、一日のうちで

アクセスがもっとも集中する時間帯は、22 時～24 時の 2 時間という結果が出ている。着うた

サービスにおいてはこの傾向はさらに顕著で、22 時～24 時のたった 2 時間でその日のアクセ

スの 1/3以上を記録することがしばしばある。 

 

                                                   
9 出所：モバイルコンテンツフォーラム 
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 映像において、通勤通学の利用シーンを想定するのは実に難しい。まず、よく知られている

利用シーンとして、「メール」「ゲーム」の利用率はとても高いということだ。しかし映像とな

ると、音が鳴らせないという点から「携帯＋ヘッドホン」というライフスタイルが普及するか

どうかが重要になる。 

 パソコンへの接触時間は 10代が最も短く、携帯電話からウェブへの接触時間は 10代が最も

長いという調査報告が示すとおり、10代のユーザーは携帯電話からのインターネット利用を重

視しているようだ。 

 着うたの成功は大変有名な事例となったが、キャリアはむしろ機能面からこの成功を捉えて

いる。キャリアの考える着うた成功の要因とは、着うたはその名のとおり着信設定できるとこ

ろにミソがあり、ユーザーが絶対に必要な機能＝着信設定のための有力なコンテンツとして音

楽を提供できたということだというのだ。携帯電話は周囲の親和性のある機能を次々に取り込

んで成長していった。メール、カメラ、ゲーム、着メロという「必要な機能と遊び」によって

成功したコンテンツの延長線上に音楽配信を組み込んだということが、パソコンでの音楽配信

との最大の違いといってよい。 

 

３．４．携帯電話におけるクオリティ面の問題 

 まず１点めが、携帯電話で映像を見せるという議論に必ず最初についてまわるのが画面サイ

ズの問題である。 

 2 点目が、外出時の利用を想定する場合、携帯電話にヘッドホンを装着するという「習慣づ

け」が重要になってくる。 

 3 点目が、尺（コンテンツの長さ）の問題である。ユーザーにとってどうであれ、まずはク

リエイティブサイドにとって難題であるようだ。音楽番組制作大手などは「映像には多重的な

要素を盛り込む必要があるため尺は最低 5分ないと番組のコンセプトは伝えられない」という

見解を持っており、現状の対応端末のシェアからみて最大公約数の尺である 15秒～30秒では、

コンセプトや世界観までは表現しきれないというのが大方の意見である。また、短尺では二次

利用コンテンツとして使用に耐えないこともあり、この問題をクリアすることが携帯電話にお

ける映像配信を実現するための唯一かつ最大の問題といってもよい。 

 

３．５．携帯電話における映像配信において予測される三つの事業形態 

 本節では、今後、携帯電話において映像を配信する事業者が取り組むであろう方向性につい

て、三つの類型に分けて検討を行った。 

 

ａ．映像配信事業の類型――二次利用型映像配信 

 この事業モデルは、インフラが整えば最も一般的な配信事業スタイルになるであろうと想定



 
 

 
 

48

される。既存の映像原盤の二次利用を目的として、基本的にはアーカイヴを配信するポータル

サイトをつくりオンデマンドで配信することになる。 

 以下、仮のものだが携帯電話における二次利用型映像配信の市場規模を予測してみる。携帯

電話においては映像配信の実績が無いため、参考にするのは着うた市場の規模と成長速度であ

る。 

【収益モデル試算】 

[売上予測] ※2005年末にサービス開始と仮定 

2005年：単価 300円×300万視聴＝3億円 

2006年：単価 300円×3600万視聴＝108億円 

2007年：単価 300円×7200万視聴＝216億円 

[収益率] 

売上(100％)－(著作権印税(50％)＋データ変換・制作費(15％)＋インフラ費(10％))＝粗利益

(25％） 

[粗利益予測] 

2005年：0.75億円 

2006年：27億円 

2007年：54億円 

 

ｂ．携帯電話向け新作の配信 

 前節までの検討を踏まえると、今後、ゆるやかではあるが映像の視聴がパソコンや携帯電話

などのネットワークにシフトしていくことが推定される。 

 以下、新作市場における収益モデルを試算してみる。収益率については、前述のとおり多様

なビジネスモデルが想定され一概にはいえないが、案件ごとにみればリアルでのビジネスモデ

ルと同様の試算を行うことが可能だと思われる。また、携帯電話以外での権利収入については

試算外とする。 

【収益モデル試算】 ※2005年末にサービス開始と仮定 

[売上予測] 

2005年：単価 500円×100万視聴＝5億円 

2006年：単価 500円×1200万視聴＝60億円 

2007年：単価 500円×2400万視聴＝120億円 

 

ｃ．コレクションコンテンツの配信 

 このモデルは現在、様々な実験的配信が行われている。現在の携帯電話は表現力がないこと

を前提として、携帯コンテンツの特性である「コレクション性」を活かしたコンテンツづくり

を行っている。もちろん、この市場の延長線上には本格的な映像配信が控えているという認識

は各社持っていると思われる。 

以下、収益モデルの試算をしてみる。仮に、１コンテンツ 100円と仮定してみた。 

 

【収益モデル試算】 

[売上予測] 

2005年：単価 100円×100万視聴＝1億円 

2006年：単価 100円×500万視聴＝5億円 
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2007年：単価 100円×300万視聴＝3億円 

[収益率] 

売上(100％)－(ライセンス費(30％)＋制作費(30％)＋インフラ費(10％))＝利益(30％) 

[利益予測] 

2005年：0.3億円 

2006年：1.5億円 

2007年：0.9億円 

 

３．５．利用者からみた理想的映像配信サービスとは 

(1)新作はマルチデバイスでプッシュ型で見たい 

(2)アーカイヴはオンデマンドでできうる限り高画質で見たい 

(3)定額など無料に近いサービスがあると理想的。広告モデルもあり。 

(4)カタログの網羅性に加えて、「店舗」の多様性が必須。 

(5)外部デバイスとの連携。本来、デバイスを選んでから作品を買いたい。 

 

３．６．携帯電話での映像配信に向けて三つの環境整備が必要 

 本節では、この章の結論として、携帯電話での映像配信を推進するために必要となる論点は、

いかの三つに収斂されるだろう。 

(1)端末とキャリアサービスの整備が必要 

 ネットワークにおいてリッチコンテンツを配信していくためには、従来のキャリアや端末メ

ーカー主導のサービス設計だけではなく、権利者とコンテンツプロバイダがユーザー視点に立

ち必要なサービスを設計し、端末メーカーやキャリアに対し仕様提案をしていくのが望ましい。

権利者が働きかけ新サービスを自ら構築することによって、市場を創造していくことができる。 

(2)コンテンツの仕様整備 

 携帯電話はどこまで進化しても一定のスペック的限界があると思われる。しかしながら、ユ

ーザーからみて OKというボーダーラインはあるはずである。このボーダーラインを早く見つ

けることが重要である。 

(3)ビジネスモデルの整備 

 まず、音楽より複雑な映像の権利処理について、各権利者がどこか 1箇所に権利を預ければ

配信と分配が可能になる仕組みを構築していくのが大切だと思われる。また、新作の制作費を

配信だけでまかなうのではなく、映像作品の配信に絡めて携帯電話ならではの広告／販促を織

り込み、新たな携帯電話におけるスポンサー獲得を目指すべきであり、制作費の安定的な確保

を目指す仕組みづくりが必要とされる。 
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４．コンテンツ配信における動画協会の役割 

４．１．メディアへの一極集中に対する危惧 

 現在、日本でつくられている商業アニメーションは、大きく「映画」「放送」「OVA」という

三つのメディアでの利用を前提としているが、その中で圧倒的な製作シェアを誇るのが放送用

TV アニメーションである。年々全体的な製作数量が増えつつある中、特に TV アニメ関して

は 1963 年に初めて『鉄腕アトム』オンエアーされて以来、途中多少増減はあったものの現在

に至るまでほぼ一貫して右肩上がりで来ている。そういう意味では、日本アニメの躍進、世界

進出を支えてきたのは TVアニメの存在であると言えるだろう。 

 しかしながら、その反動として日本のアニメ産業は TVメディアへの一極依存体制に陥いり、

その結果、放送局は事実上アニメ番組制作事業者の生殺与奪権を持つに至った。それは、独占

禁止法で定められるところの「優越的地位の濫用」が叫ばれるほどのものであるため、日本に

おける唯一のアニメーション業界団体である当協会としては、各放送局と常々交渉を行ってき

たが、同時に新しいメディアの出現に対しても注意を払ってきた。そこに登場したのがインタ

ーネットをはじめとする自動公衆送信メディアである。 

 

４．２．コンテンツ配信への期待 

 TV メディアへの一極依存体制における最大の問題は、番組制作あるいは放映に対する正当

な対価が放送局から支払われないというところにある。それでも作品が減らないのは、アニメ

製作者サイドが放送をキャラクターグッズや DVD などの商品を売るためのウィンドウと割り

切っているからであろう。しかし、これは本来のあるべき健全な姿ではない。もし放送局がア

ニメの放映によって視聴率を獲得することでしかるべき利益を受けているなら、それを製作者

に還元するのは当然のことであるが、残念ながら TV メディア一極依存体制にあってはその当

たり前のこともなかなか実現できずにいる。 

 そこで期待されるのがコンテンツ配信である。TV メディア一極依存体制を相対化するため

にも、新しいメディアとして発展を望むところである。『冬のソナタ』が初回オンエアー後、イ

ンターネットの VODで人気を呼んだのは記憶に新しいが、このように VODは TVの補完、代

置メディアとしては十分有力である。今後アニメコンテンツにおいても配信による流通比率が

上がっていくのは、最近の趨勢を鑑みてもほぼ間違いない。時代が進み配信メディアが有力に

なれば最初から有料コンテンツとして配信「放映」できる可能性も出てくるであろう。 
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４．３．コンテンツ配信への取組 

 新しいメディアを迎えるにあたり動画協会としても様々な取り組みを考えている。コンテン

ツ配信に対する調査研究などをはじめとし、アニメ産業の発展に適う視点で普及促進を考えて

いる。そして、そこで重視しなければならないのは、ともすればハードが先行し、ソフトがフ

ォローするという従来型のビジネスパターンではなく、ハード・ソフトが一体となった取り組

みである。さらに言えば、これにユーザーの視点も加え、ハード・ソフト・ユーザーがWin Win 

Winの関係になれるように取り組みとしたい。 

 以下、今後のコンテンツに対する具体的取り組みを列記してみよう。 

 

(1)アニメ業界への啓蒙活動 

 唯一の業界団体としてコンテンツ配信に関する様々な情報を整理した上で会員各位に伝達、

アドバイスをするだけではなく、今後デジタル研究会、著作権研究会での研究を押し進め、そ

の結果を踏まえた上でアニメ産業界への情報開示、呼びかけなどの啓蒙活動を行う。 

 

(2)関係各省庁、各団体との調整 

 アニメ産業に関わりの深い関係各省庁、業界団体、権利団体との調整も積極的に行って行く。 

 

(3)コンテンツ配信の将来像に関する調査研究 

 本調査研究もそうであるが、今後コンテンツ配信の将来像に関するまとまった調査研究を行

い積極的に提案していく。 

 

(4)新メディアにマッチしたソフトの企画開発提案 

 さらに、新メディアのハードの特性にマッチした新しいアニメコンテンツの企画制作につい

ても提案していく。そのためには、従来型のテレビアニメの制作工程ではなく、新しく発足す

る専門の大学などと連携し、インターンシップの一環としてショートアニメ等を制作・配信す

るなどの取組みを通じて新人クリエーターの登竜門とする仕組みを作ることなどの提案をして

いく。 

 

 以上、手短ではあるが今後のコンテンツ配信における動画協会の役割について述べてみた。 
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第 4章．前項のビジネスモデルが成立するための著作権

保護システムのあり方に関する検討 

 前項で考察したビジネスモデルが成立するための著作権保護システムのあり方について検討

を行った。 

 

 保護の強弱を決定づける技術的な条件は既に揃っている。たとえば、デジタルテレビでは、

情報化研究会の合意による仕様に基づいた機器の販売が複数のメーカーから行われている。DRM

でも、マイクロソフトのもとをはじめとするいくつかの仕様が広く普及している。IP ネットワ

ークにおける映像配信において、どの程度の著作権保護の強さで納得するかによって、普及の

シナリオは変わってくると考えられる。 

 いずれの場合も、ハード・ソフトの一体的な運用と、キラーコンテンツによるユーザーの掘

り起こしが重要である。この際、ユーザーサイドにたったゆるめの DRM が求められる。これら

によって、ユーザーが新たな利便性や楽しみに気がつけば、古いビジネス構造は劇的な変化を

遂げる。これは、CH・CP 双方にとって、大きな利益が期待できる、歓迎すべき変化となるはず

である。 
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１．携帯型コンテンツ再生機器の要件 

 ここまで、各章にわたって行ってきた検討を統合し、携帯型コンテンツ再生機器の要件につ

いて、とりまとめてみたい。 

 携帯型コンテンツ再生機器の要件としては、以下のものが挙げられる。 

 

(1)本体の小ささと画面の大きさを両立すること 

 本体は、手のひらに収まるサイズ、おおよそ幅 5センチ程度が目安となる。これ以上になる

と、軽快感を損ない、商品としての訴求力を失いがちである。 

 ただし、全体のサイズは小さくとも、映像や文字の情報を見るための画面のサイズは大きい

方が望ましい。 

 

(2)デザインが優れていること 

 携帯型コンテンツ再生機器は、技術による差別化が難しい状況である。また、低価格化が進

んでおり、価格での差別化も困難である。もはや、デザイン性でしか差別化を図ることは難し

い状況である。 

 

(3)記憶媒体の容量が大きく、数多くのコンテンツが保存できること 

 記憶媒体の容量は大きければ大きいほど望ましい。記憶媒体の容量が少なくなると、外部の

記憶装置や、配信サービスとのコンテンツの差し替えを改めて行わなければならなくなる。 

 

(4)ネットワークとの通信機能を備えていること 

 携帯型コンテンツ再生機器は、単にコンテンツを再生すれば事足りるわけではない。こうし

たビジネスとしての発展性や広がりを考えると、代金の決済の機能や、コンテンツの自動配信

など、ネットワークとの通信機能を備えていることが望ましい。 

 

(5)連携ソフトの使い勝手が良いこと 

 携帯型コンテンツ再生機器は、自分で別途コンテンツを用意して、それを何らかの手段を用

いてコンテンツ再生機器で視聴可能な状態にする必要がある。連携ソフトの使い勝手が悪けれ

ば、ハードウェア自体がいかに優れていたとしても、総体としての魅力は半減してしまう。 

 

(6)高性能バッテリーまたは小型軽量 ACアダプターを備え、再生時間が長いこと 

 音楽コンテンツは 3分～5分程度であるが、往々にして一般的な映像コンテンツは音楽に比

べて長い。テレビ番組であれば、30分から 1時間。映画であれば 1時間 30分から 2時間の長

さがある。 

 

(7)携帯電話との親和性を高めること、もしくは差別化を図ること 

 人が持ち歩く際に最優先されるのが、携帯電話であろうと予測される。このため、その他の

携帯端末は、①携帯電話の中に包含されていく、②携帯電話と連携した使い勝手を高める、③

携帯電話と差別化を図る……といういずれかになっていく。 
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２．サービスの要件 

 ここまで、各章に渡って検証されてきた検討を統合し、携帯型コンテンツ再生機器にかかる

サービスの要件についてまとめてみたい。 

 

（1）サービス全体 

 サービス全体においては、まずユーザーの使い勝手を優先させることである。 

 

（2）個別のサービス 

 個別のサービスにおいては、まず、カタログの網羅性と店舗の多様性が重要である。 

 

（3）扱うコンテンツ 

 扱うコンテンツにおいては、既存のメディア向けに作られたコンテンツの二次利用と、携帯

コンテンツ再生機器向けのオリジナルコンテンツの二つのコンテンツを取り扱うことを意識す

る必要がある。 

 

（4）配布のありよう 

 配布のありようについては、欲しいものをできるだけ安価にというのがビジネスの基本であ

る。 
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４．調査研究の今後の課題および展開 

 本調査研究は、近年の携帯型コンテンツ再生機器と音楽コンテンツ配信ビジネスの市場拡大

といった情勢を踏まえて、今後、音楽に引き続き、映像・動画の分野においても同様の機器が

開発され普及を果たし、映像コンテンツの配信ビジネスの市場の発生・拡大を見越して行った

ものである。 

 調査研究を終え、全体を概括するとともに、今後の課題および展開について述べる。 

１．今後の課題 

 調査研究を通じて明らかになった今後の課題について以下のいくつかの段階に分けて述べる。 

 

(1)再生機器 

 今後、改めて日本製の再生機器が第一線級の評価を受けるようになるためには、「高くても品

質が良い」というポジションを獲得する必要があるだろうが、後発からは困難と推測される。

次に新たな技術が確立したり、新しいビジネスが展開したりという局面で遅滞なく参入するこ

とが望まれる。 

 

(2)DRM 

 今後、どの DRMがスタンダードになったとしても、アプリケーションの使い勝手に注力す

べきであろう。アプリケーションの使い勝手が機器の最終的な使用感を左右する。 

 

(3)インフラ 

 日本において、高速ネットワーク回線を最も有効に活用しているのは、Winnyなどのファイ

ル交換 P2Pソフトである。いってみれば、良質な高速ネットワーク回線は、海賊版を助長して

いる存在になってしまっている。 

 

(4)権利処理 

権利者・利用者間の利害関係を調整するルールが定まって初めて、今後のコンテンツ配信ビジ

ネスは円滑に進むものと思われる。 

 

(5)配信ビジネス 

 配信ビジネスについては、いくつかのサイトが立ち上がっている。日本のコンテンツでは、

アニメが国際的な競争力もあり、展開の方法によっては、ビジネスの世界に向けてチャンスが

大きく広がるのではないかと期待される。 
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２．今後の展開 

 これらを受けて、今後の展開について展望する。 

 

 コンテンツの流通促進のネックになっているのは、権利者・利用者の利害関係の調整、収益

の配分比率の策定である。 

 これについては、経団連の提案によって「利用者団体協議会」が結成され、権利者団体との

交渉にあたっている。この点で権利者と利用者の間に妥結点が見いだせれば、事態は大きく前

進するものと期待される。 

 

 現在、日本における商業アニメーションにおいて圧倒的なシェアを占めているのが放送用

TV アニメーションである。この状態は、日本のアニメ産業は TV メディアに過度に依存して

いるとも言い換えることができる。 

 日本のアニメ産業は、その作品の人気や国際的評価とは裏腹に、劣悪な労働環境下にあるこ

とはよく知られている。これは、番組制作に対する TV 局からの対価が過少であるということ

に起因している。しかし、それを改善することのできない理由は、日本のアニメ産業の TV メ

ディアへの依存ゆえである。 

 

 コンテンツ配信が盛んになることによって、アニメ産業の TV メディア一極依存体制が相対

化されるであろう。これによって、アニメ産業にとっては、コンテンツ配信による新たな収益

元の確立と、TVメディアとのビジネス構造の再構築の可能性が高まる。 

 また、コンテンツ配信の興隆は、アニメ産業を始めとするコンテンツ産業のみならず、ハー

ドウェア産業、ソフトウェア産業、コンテンツホルダー、コンテンツプロバイダー、そしてな

によりユーザーにとっての利便・利益を増大するものと推察される。 
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